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○橿原市生活援助事業実施要綱 

平成28年３月10日告示第49号 

改正 

令和元年８月16日告示第259号 

令和５年３月31日告示第94号 

令和７年３月31日告示第116号 

橿原市生活援助事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第115条の45第１項

第１号イに規定する第一号訪問事業として、橿原市生活援助事業（以下「事業」という。）を実施

することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（事業の目的） 

第２条 事業の目的は、次の各号に掲げるものとする。 

(１) 事業の対象者の地域における自立した日常生活の支援に資すること。 

(２) 第６条に規定する従事者等である高齢者が地域で社会参加することによって、自らの健康や

生きがいの充実を図り、地域社会の福祉の向上と活性化に資すること。 

（定義） 

第３条 この要綱において使用する用語は、法で使用する用語の例による。 

（事業内容） 

第４条 事業の内容は、市長が指定する事業者（以下「事業者」という。）が、市長が定める基準に

従って提供する、事業の対象者の見守りを兼ねた生活援助（調理、洗濯、掃除等の家事の援助をい

う。以下「サービス」という。）とする。 

（事業対象者） 

第５条 事業の対象者は、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族（以下「家族等」という。）

と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家

族等が家事を行うことが困難である者であって、介護予防支援及び第一号介護予防支援事業の結果、

事業の利用が必要と判断された者とする。 

（市長が指定する事業者） 

第６条 事業者は、次に掲げる全ての要件を充たすものとする。 

(１) 事業者のサービスの提供に従事する従事者又は会員（以下「従事者等」という。）が本市に

住所を有しており、かつ、おおむね60歳以上であること。 

(２) 従事者等が、事業者が実施するサービスの提供に必要な研修を受けていること。 

(３) 次条に規定する事業の実施基準を充たしていること。 

(４) その他市長が事業の実施に必要と認める要件を充たしていること。 

２ 事業者の指定をするに当たっては、橿原市第一号事業所の指定等に関する規則（平成27年橿原市

規則第28号）及び橿原市第一号事業所の指定等に関する要綱（平成27年橿原市告示第106号）の規定

の例によるものとする。 

（事業の実施基準） 

第７条 第４条の市長が定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 

(１) 事業者が当該事業を行う事業所（以下「事業所」という。）ごとに置くべき従事者等の員数

は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。 

(２) 事業者は、事業所ごとに、常勤の管理者及びサービス責任者を置かなければならない。ただ

し、事業所の管理上支障がない場合は、事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の

事業所の職務に従事することができるものとする。 

(３) 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する区画を設けるほか、サービスの提

供に必要な設備及び備品を備えなければならない 

(４) 事業者は、事業所の通常の事業の実施地域（当該事業所が通常時に当該サービスを提供する

地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが

困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の事

業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 
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(５) 事業者は、サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被

保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は事業対象者の有無及び事業対象者

の有効期間を確かめるものとする。 

(６) 事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサー

ビス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービ

ス又は福祉サービスの利用状況の把握に努めなければならない。 

(７) 事業者は、サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他の保健医療サービ

ス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

(８) 事業者は、介護予防ケアプラン（介護予防支援又は第一号介護予防支援事業により作成され

るサービス計画をいう。以下同じ。）が作成されている場合は、当該計画に沿ったサービスを提

供しなければならない。 

(９) 事業者は、利用者が介護予防ケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予

防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。 

(10) 事業者は、サービスの提供をした際には、サービスの提供日及び内容、当該サービスについ

ての法第115条の45の３第３項の規定により利用者に変わって支払いを受ける第一号事業支給費

の額その他必要な事項を、利用者の介護予防ケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に

記載しなければならない。 

(11) 事業者は、従事者等に、その同居の家族である利用者に対するサービスの提供をさせてはな

らない。 

(12) 事業所の管理者は、事業所の従事者等及び業務の管理を一元的に行わなければならない。 

(13) 事業所の管理者は、事業所の従事者等にこの条の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行

うものとする。 

(14) サービス責任者は、アからオまでに掲げる業務を行うものとする。 

ア サービスの利用の申し込みに係る調整をすること。 

イ 介護予防支援事業所等との連携に関すること。 

ウ 従事者等の業務の実施状況を把握すること。 

エ 従事者等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。 

オ その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。 

(15) 事業者は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応す

るために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

(16) 事業所は、前号の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

(17) 事業者は、その事業の運営に当たっては、市が実施する事業に協力するよう努めなければな

らない。 

(18) サービスに係る第一号事業支給費の額の算定の基礎となる記録であって、市長が定めるもの

については、サービスを提供した日から５年間保存しなければならない。 

２ 前項に掲げるもののほか、介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号。）第140条の62の３第

２項の規定を準用する。 

（第一号事業支給費及び利用者負担） 

第８条 サービスに係る費用は、１回当たり1,200円とし、第一号事業支給費を1,050円、利用者負担

額を150円とする。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、告示の日から実施する。 

附 則（令和元年８月16日告示第259号） 

１ この要綱は、令和元年10月１日から実施する。 

２ この要綱の実施前のサービスの利用に係る第一号事業支給費の支給については、なお従前の例に

よる。 

附 則（令和５年３月31日告示第94号） 

この要綱は、令和５年４月１日から実施する。 
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附 則（令和７年３月31日告示第116号） 

この要綱は、令和７年４月１日から実施する。 


